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Ⅱ       子 育 て 支 援 施 策 

（１）現在 実施している子育て支援施策         こども課（平成２８年４月１日現在） 

名  称 内  容 対象者 

①子どもの医療

費助成制度 

お子様がかかった医療費（保険診療分のみ）の一部

を負担します。 

小学校就学前のお子様については、「子どもの医療費

受給資格証」の交付申請手続きが必要です。 

小学生・中学生のお子様については、医療機関を受

診された場合は、「子どもの医療費助成申請書」を提出

してください。 

町内に住所を有す

る中学３年生の年

度末までの児童 

②きやま子育て

交流広場 

子育て交流広場では、乳幼児の子育て相談をはじめ、

施設の一部を開放し、子育てに関する情報交換や保護

者・乳幼児の交流の場を提供しています。 

①プレイルーム施設の開放 

②各種企画 

③子育て・育児相談 

④育児サポートセンター 

原則町内の児童と

保護者 

③一時預かり 

事業 

保護者の就労や病気、災害、事故等により、緊急・一

時的に家庭での保育ができないとき、お子様を保育園で

お預かりします。 

町内に住所を有す

る未就園で、生後

６か月から就学前

までの児童 

④病後児保育 保育所や幼稚園に通園しているお子様が、病気回復期で

あるため集団保育ができないとき、一時的にお子様の保

育及び看護を行います。 

【鳥栖市の「レインボー保育園」への委託事業】 

保育園や幼稚園に

通園している生後

４か月以上就学前

まで 

⑤私立幼稚園へ

の就園奨励費

補助金事業 

私立幼稚園に就園している児童の保護者の経済的負

担を軽減するために、所得状況に応じて町より保育料等

の補助を行っています。 

町内に住所を有

し、私立幼稚園に

就園している満 3

歳から５歳までの

児童 

⑥放課後児童ク

ラブ 

放課後児童クラブは、保護者の仕事、病気等により、

学校からの帰宅時に保護者が不在の児童に、適切な生活

や遊びの場を与えて、その健全な育成を行うものです。 

○基山小学校区 ひまわり教室 

○若基小学校区 コスモス教室 

基山小学校、若基

小学校に通学する

１年生から６年生

までの児童 

⑦子どもの居場

所づくり教室 

放課後子どもプラン事業「子どもの居場所づくり教

室」を開催しています。学校外の時間を使い、多彩な内

容で、友達や地域の人たちとのふれあいを深めます。 

基山小学校・若基

小学校の１年生か

ら６年生まで 

説明資料 ２ 
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⑧子育て悩み相

談 

 

子育てには、不安がつきもの。思いどおりにいかなく

て、ついイライラして子どもにあたってしまったり、子

どもがかわいいと思えずに悩んでしまったり。そんな時

は、ひとりで悩まず、あなたの子育てに対する不安や負

担感をまず誰かに聞いてもらいましょう。 

・こども課子育て支援係 ℡0942-92-7968 

・保健センター ℡0942-92-2045 

・子育て交流広場 ℡0942-92-6630 

 

⑨児童扶養手当 離婚等によるひとり親家庭や父または母が重度の障

害を有する世帯で、18歳に達する日以降最初の３月31

日までの児童（中度以上の障害を有する場合は 20歳未

満）を養育している父または母あるいは養育者に手当が

支給されます。（所得制限があります。） 

ひとり親家庭や父

または母等で１８

歳未満の児童を扶

養しているもの 

⑩ひとり親家庭

等医療費助成

事業 

母子家庭の母、父子家庭の父及び児童等が、健康保険

により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費

の自己負担金の一部が助成されます。（所得制限があり

ます。） 

ひとり親家庭や父

または母等で１８

歳未満の児童を扶

養しているもの 

（２）今後 優先順位をつけて実施する （案） 

① 基山保育園の建替え 

② 子育て支援策など分かりやすい総合的な PRの実施 

③ 子どもの医療費の現物給付と高校生入院までの助成拡大 

④ 保育料の軽減 

⑤ 妊娠から出産、子育ての切れ目ない支援ができる子育て支援センターの設置 

⑥ 放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携 

⑦ 町単独のスクールソーシャルワーカーの設置 

⑧ 小中学校給食費の補助 

⑨ 就学援助事業の新入学児童生徒学用品費の早期支給と援助の拡充 

⑩ 英検試験費用の補助 

⑪ 小中学校普通教室へのエアコン設置 

⑫ ファミリーサポート（育児サポート）事業の充実 

⑬ 栄養士による離乳食サポート 

⑭ 保育園・小・中学校への防犯カメラ設置事業 

⑮ 町単独の 35人学級の実施 

⑯ 多子世帯への報償制度 

⑰ 婚活サポート事業（縁結び事業） 

⑱ 特別な支援が必要な児童生徒に対する支援の充実 
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